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令和３年度長浜市内部統制評価報告書の審査意見書の提出について 

 

 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５０条第５項の規定に基づき、

同条第４項に指定する令和３年度長浜市内部統制評価報告書について審査をし

たので、次のとおり意見書を提出します。 

  



令和３年度長浜市内部統制評価報告書審査意見 

 

 

第１ 審査の対象 

   「令和３年度長浜市内部統制評価報告書」 

 

第２ 審査の着眼点 

   監査委員による令和３年度長浜市内部統制評価報告書の審査は、市長が作

成した内部統制評価報告書について、市長による評価が評価手続きに沿って

適切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうか

の判断が適切に行われているかという観点から検討を行い審査した。 

 

第３ 審査の実施内容 

   令和３年度長浜市内部統制評価報告書について、市長及び内部統制評価部

局から報告を受け、「長浜市監査基準」に準拠し、関係帳簿および証書類と照

合し、関係職員から説明を求めるとともに、既に実施した定期監査等によっ

て得られた知見に基づき審査を行った。 

 

第４ 審査の結果 

   令和３年度長浜市内部統制評価報告書について、上記のとおり審査した限

りにおいて、評価手続及び評価結果に係る記載は相当であると認められた。 

 

第５ 今後について 

   内部統制の運用については発生した事務事故等の原因を追究し、効果的な

再発防止策を講じるとともに、根本的なミスを発生させない仕組みづくりに

組織全体で取り組まなければならない。本年度は初年度であるため、重大な

不備の考え方などの検討を重ねるとともに、継続的に見直しを行いながら制

度の充実に努められたい。 

 

 

 

  


